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申
告
が
必
要
な
人

�
事
業
所
得
（
営
業
等
・
農
業
に
よ

る
所
得
）
や
不
動
産
所
得
、
配
当

所
得
、
譲
渡
所
得
等
の
あ
る
人
。

�
勤
務
先
か
ら
「
給
与
支
払
報
告
書

（
源
泉
徴
収
票
）」
が
提
出
さ
れ
て

い
な
い
給
与
収
入
の
あ
る
人
。（
年

の
途
中
に
退
職
し
て
１
カ
所
で
年

間　

万
円
以
下
の
給
与
収
入
の
あ

３０
る
人
な
ど
）

�
給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得

が
あ
っ
た
人
、
ま
た
は
２
カ
所
以

上
か
ら
給
与
を
受
け
た
人
。

�
年
の
途
中
で
退
職
し
た
り
、
日
給

で
働
い
て
い
る
な
ど
の
給
与
所
得

者
で
年
末
調
整
が
済
ん
で
い
な
い

人
（
源
泉
徴
収
票
を
も
ら
っ
て
い

な
い
人
）、ま
た
は
医
療
費
控
除
な

ど
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
。

�
公
的
年
金
等
の
所
得
の
み
で
も
、

社
会
保
険
料
控
除
・
生
命
保
険
料

控
除
・
扶
養
控
除
・
医
療
費
控
除

な
ど
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
。

�
寡
婦
（
夫
）
控
除
、
ま
た
は
障
害

者
控
除
な
ど
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
人
。
た
だ
し
、
そ
の
控
除

が
給
与
で
年
末
調
整
済
み
の
場
合

は
、
申
告
は
不
要
で
す
。

�
非
課
税
証
明
書
が
必
要
な
人
。

▽
給
与
所
得
に
は
、
パ
ー
ト
・
ア
ル

バ
イ
ト
の
所
得
も
含
ま
れ
ま
す
。

▽
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
し

た
人
は
、
市
民
税
・
県
民
税
の
申

告
書
の
提
出
は
不
要
で
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

�
確
定
申
告
書
（
税
務
署
か
ら
送
付

さ
れ
た
も
の
）

�
印
鑑

�
給
与
・
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収

票
（
扶
養
親
族
分
も
ご
持
参
く
だ

さ
い
）

�
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
場
合
は
、

申
告
者
本
人
名
義
の
金
融
機
関
・

口
座
番
号
が
分
か
る
も
の
。

�
事
業
所
得
（
営
業
等
・
農
業
）、

不
動
産
所
得
の
あ
る
人
は
、
帳
簿

や
通
帳
、
領
収
書
な
ど
収
入
・
支

出
金
額
が
分
か
る
も
の
。

�
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

人
は
、
領
収
書
と
保
険
金
等
で
補

て
ん
さ
れ
た
金
額
の
明
細
書
。

�
各
種
領
収
書
ま
た
は
控
除
証
明
書

（
生
命
保
険
料
、
損
害
保
険
料
、

国
民
年
金
保
険
料
、
国
民
年
金
基

金
掛
金
、
寄
付
金
な
ど
）

注
意
事
項

�
申
告
書
は
、
市
役
所
か
ら
個
人
あ

て
に
は
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
。
申

告
用
紙
は
、
市
役
所
税
務
課
お
よ

び
各
地
域
局
、
各
地
域
市
民
セ
ン

タ
ー
に
用
意
し
て
い
ま
す
。

�
申
告
を
し
な
い
と
、
児
童
手
当
、

保
育
園
の
入
園
、
市
営
住
宅
入
居

の
申
し
込
み
な
ど
の
各
種
申
請
に

必
要
な
所
得
・
課
税
証
明
書
が
発

行
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

�
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人
は
、
申
告
を
し
な
い
と
国
民
健

康
保
険
税
の
軽
減
措
置
が
受
け
ら

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
収
入

が
な
か
っ
た
人
お
よ
び
非
課
税
所

得
（
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
・
失

業
給
付
金
等
）
の
み
の
人
も
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

�
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
初
め

て
受
け
よ
う
と
す
る
人
、
ま
た
は

初
め
て
事
業
所
得
の
申
告
を
し
よ

う
と
す
る
人
は
、高
梁
税
務
署（
向

町
�
�
２
５
４
６
）
で
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

�
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
人
は
、
障
害
者
控
除
の
対

象
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事

前
に
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

書
」
の
発
行
を
受
け
、
ご
持
参
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
医
療
費
控
除
の

対
象
と
な
る
お
む
つ
代
は
、
最
初

の
年
は
医
師
の
証
明
が
必
要
で
す

が
、
２
年
目
か
ら
は
介
護
保
険
の

主
治
医
意
見
書
に
よ
り
、
証
明
書

の
発
行
が
市
役
所
で
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
高
齢
福

祉
課
（
�
�
０
２
９
９
）
ま
た
は

各
地
域
局
住
民
福
祉
課
へ
。

�
申
告
会
場
が
込
み
合
う
こ
と
が
予

想
さ
れ
ま
す
の
で
、
次
の
と
お
り

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
申
告
書
を
作
成
済
み
で
提
出
の
み

の
場
合
は
、
市
役
所
税
務
課
お
よ

び
各
地
域
局
で
随
時
受
け
付
け
ま

す
（
郵
送
可
）。
ま
た
、
各
申
告

会
場
で
も
受
け
付
け
て
お
り
、
こ

の
場
合
は
相
談
の
順
番
待
ち
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
税
務
署
か
ら
申
告
書
を
送
付
さ
れ

た
人
お
よ
び
青
色
申
告
者
は
、
税

務
署
へ
直
接
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

◆
農
業
所
得
の
あ
る
人
は
、
領
収
書

等
を
整
理
し
、
収
入
ご
と
・
経
費

ご
と
に
ま
と
め
、
収
支
内
訳
書
を

作
成
し
て
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

◆
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

人
は
、
医
療
を
受
け
た
人
、
医
療

機
関
ご
と
に
領
収
書
を
分
け
、
あ

ら
か
じ
め
集
計
し
て
お
い
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
保
険
金
等
で
補
て

ん
さ
れ
た
金
額
が
あ
れ
ば
同
様
に

整
理
・
集
計
し
、
内
訳
書
を
作
成

し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

領
収
書
（
日
付
が
平
成　

年
中
の

１８

も
の
）を
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
国
民
年
金
保
険
料
、
国
民
年
金
基

金
掛
金
で
社
会
保
険
料
控
除
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
申
告
書

に
証
明
す
る
書
類
（
控
除
証
明
書

や
領
収
書
）
の
添
付
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
必
ず
ご
持
参

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

税
務
課
市
民
税
係

（
�
�
０
２
１
４
）

市民税・県民税の申告と所得税の確定申告・納税の受け付けが行われます。

早めに準備して、所定の会場で申告を済ませましょう。
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●確定申告期限
３月１５日�所得税

４月２日�消費税・地方消費税（個人事業者）

３月１５日�贈与税

※還付申告の人は、２月１５日�以前でも申告書を提出することができます。

　税務署の閉庁日（土・日・祝日）は、相談および窓口での申告書の受け付けは行っていません。

　なお、申告書は郵送または税務署の時間外収受箱への投函により提出することができます。

●申告書の作成・提出は「 e ‐ Ｔax 」で！
イー タックス

　税務署では、インターネットを利用して申告等の手続きがで

きる「国税電子申告・納税システム（e‐Ｔax）」の利用を推進

しています。

　「e‐Ｔax」を利用することにより、インターネットを利用した確定申告等、国税に関する各種手続き

が可能になります。ぜひ、「e‐Ｔax」をご活用ください。

　なお、「e‐Ｔax」をご利用される場合は事前準備が必要です。お早めに開始届出書を提出してくださ

い。詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）をご覧ください。

高梁税務署 か ら の お知らせ

■問い合わせ　高梁税務署（��２５４６）

便利な口座振替を
ご活用ください　

【振替日】

所得税…４月２０日�
消費税・地方消費税
（個人事業者）…４月２６日�

受付時間会　　場対　象　地　区町名月日（曜）

９：００～１６：００

巨瀬地域福祉センター巨瀬町全地区巨　瀬２． １６（金）

方谷の里ふれあいセンター中井町全地区中　井２． １９（月）

玉川総合会館玉川町全地区玉　川２． ２０（火）

落合研修会館阿部、福地、原田落　合２． ２１（水）

川面地域福祉センター川面町全地区川　面２． ２２（木）

津川総合会館津川町全地区津　川３． １（木）

松原町コミュニティハウス松原町全地区松　原３． ２（金）

高倉生活改善センター田井、飯部高　倉３． ５（月）

宇治総合会館宇治町全地区宇　治３． ６（火）

総合文化会館

内山下から段町、松山、
高倉町大瀬八長、落合町近似

高　梁

３． ９（金）

高梁地域全地区

３． １２（月）

３． １３（火）

３． １４（水）

市内全域
（高梁･有漢･成羽･川上･備中）

市内全域３． １５（木）

◆昨年と会場が変更となっている場合がありますので、会場・時間等を確認の上、指定の会場へお越しください。
◆申告相談の資料等はそれぞれの会場に移動するため、市役所税務課・各地域局住民福祉課へ直接来られても
相談に応じることができませんのでご了承ください。
◆時間帯によっては込み合うことが予想されますので、ご理解・ご協力をお願いします。

税の申告相談日程表（高梁地域）

高梁地域


